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1. 「社会教育」について 

「社会教育」とは？ 

学校・家庭以外で行われるすべての教育活動のことを指します。 

社会教育分野では、スポーツ活動や文化活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、自然 

体験活動などを組織的に行います。 

公民館で行われる自主サークル活動、体育館等で行われるスポーツ活動、休日に行われるボ 

ランティア活動、家庭教育を支援する学習なども、全て「社会教育」に当てはまります。 

[参考 ： 教育基本法第 12条、社会教育法第 2条] 

 

「学校教育」と「社会教育」の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように、「学校教育」と「社会教育」には様々な違いがありますが、両者は切り離された 

ものではなく、お互いに連携して活動をしていく必要があります。 

例えば、学校教育の分野では、「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、学校・家庭・地域が 

連携・協働し、子どもの「生きる力」を育てられるよう、カリキュラムの実施をしています。 

社会教育の分野においても、学校の教育目標を共有し、共に地域の子どもたちの「生きる力」 

を育てられる活動をしていく必要があります。 

 

 

 

 学校教育   社会教育  

○ 法に基づくフォーマルな教育形態 

 （教師数、クラス人数等の決まりがある） 

○ ノン・フォーマルな教育形態 

 （学級、講座、講演会、サークルなど） 

○ 学ぶ場所が決まっている ○ 学ぶ場所に定めはない 

○ 教育者が決まっている 
○ 自治体、民間、団体など学びを 

提供する組織が様々 

○ 教育課程が決まっている ○ 人々の関心に即した内容を学ぶ 

○ 学習機会の選択幅は決まっている ○ 学習機会の選択は自由 
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「生涯学習」と「社会教育」との違い 

「生涯学習」は、学校・家庭・地域社会を含めた社会のあらゆる分野における、人々の生涯にわ 

たる学習活動のことを指します。 

それに対し、「社会教育」は、学校教育・家庭教育と並ぶ一つの分野であり、人々の学習を「教育 

的に高める活動」のことを指します。 

 

 

  

 

 

 

 

 
「組織的な活動」とは？ 

活動が計画的で、ある程度の規模と構成をもって実施する次のような活動を指します。 

①市町村と都道府県の教育委員会の事務、②社会教育関係団体、③公民館、④学校施設の利 

用（社会体育活動等）、⑤通信教育など        [参考：社会教育法第 5・6条、第 3・5・6・7章] 

 

例えば、上記の①～④については、社会教育関係団体やサークル活動、家庭教育学級や各種 

講座などが挙げられます。どの活動についても共通して、固定されたメンバーが作成した計画 

に基づいて、一定期間、継続的に活動します。 

また、⑤の通信教育のように、個人的・個別的活動も「組織的な活動」に含まれます。 

これは、放送大学・図書館・博物館などの教育や学習サービスを共有する側が、情報を収集・整 

理し、必要な人的体制を整えるため、法においては「組織的な活動」とみなされています。 

 

 

 

 

 

生涯学習 

幼稚園、小学校、 

中学校、高校 

大学等における教育 

学校教育 家庭教育 社会教育 

基本的生活習慣の習得 

家庭内におけるしつけ 

国、県、市、公民館等 

が実施する講座 

企業、団体が行う講座 

本、インターネット、テレビ等を利用した個人学習 

自己学習 
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2. 「社会教育委員」について 

  「社会教育委員」とは？ 

教育委員会が、学校教育関係者・社会教育関係者・家庭教育関係者・学識経験者の中から選出 

して委嘱する非常勤地方公務員のことを「社会教育委員」といいます。 

社会教育委員は、社会教育に関する計画の立案や調査・研究を行い、社会教育に関して教育委 

員会に助言をする役割を持ちます。 

[参考文献 ： 社会教育法第 15条及び 17条参照] 

 

 

  社会教育委員の職務 

① 社会教育に関する計画の企画・立案 

教育委員会が立案する「教育振興計画」や「社会教育計画」に、住民の意向や地域の課題を反 

映させるために、社会教育委員は計画案を立案したり、教育委員会が立案した計画に助言を 

したりします。 

計画を立案する場合は、まず長期的な視点に立った構想や計画を立案し、その後中期計画や 

単年度計画の立案という手順で行うのが望ましいとされています。 

また、計画を策定後は、達成状況の評価や見直し・改善もする必要があるでしょう。 

 

② 教育委員会への助言、関係団体への指導 

教育委員会から、社会教育に関する事項について意見を求められた場合、社会教育委員は 

多様な専門性と、社会教育活動への深い理解とネットワークを生かして助言をする必要があ 

ります。 

また、社会教育委員は、青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体や社会 

教育指導者などに対して、助言と指導を与えることができます。 

 

③ 必要な調査・研究 

①や②の職務を行うにあたって、視察・ヒアリング・アンケート・情報収集などにより、地域社会 

の動向や社会教育の実情、住民の学習関心等を把握する必要があります。 

                  [参考文献 ： 社会教育法第 17条参照] 
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3. 「那珂川市社会教育委員」について 

那珂川市社会教育委員の概要 

那珂川市では、委員の任期が 2年、定数は 10名とされています。 

また、那珂川市では、より地域の実情に応じた社会教育を実現するために、社会教育関係団体 

から委員を選出してもらい、教育委員会が委嘱をしています。 

[参考文献 ： 那珂川市社会教育委員設置条例第 1条・第 2条参照] 

 

活動内容 

当市では、近年 2年ごとに研究するテーマを決め、任期 1年目はテーマに関する調査・研究、 

任期 2年目は研究内容についてまとめた提言書の作成をしています。（会議は年 5回） 

過去の研究テーマは以下のとおりです。詳しい提言内容は次ページに記載しています。 

 

○ 平成 24・25年度  

「コミュニティ・スクールと社会教育とのかかわりについて」  

○ 平成 26年度 ［提言書なし］ 

「地区公民館の自主事業について」、「筑紫地区社会教育委員研修会について」 

○ 平成 27年度 ［提言書なし］ 

「社会教育委員の公募委員導入について」 

○ 平成 28・29年度  

「那珂川町における青少年教育の取り組みの現状と課題解決策について」 

○ 平成 30・31年度  

「地域で子どもを守り育てるまちを目指して～那珂川市における地域学校協働活動の 

推進と社会教育委員の関係性について～」 

○ 令和 2・3年度  

「市内の社会教育活動や地域活動の情報収集・活用の仕組みづくりについて」 

 

委員を選出する団体について 

委員の選出母体は、研究テーマに合わせて教育委員会が選定をします。 

以下は、過去に選出歴のある団体の一覧です。 

区公民館連絡協議会・文化協会・婦人会・体育協会・PTA連絡協議会・子ども会育成会連絡 

協議会・読書ボランティア連絡会・アンビシャス広場・校園長会・シニアクラブ連合会・ 

子ども劇場・青少年育成市民会議・青年団・ヤングテレホン相談員 など 
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過去の提言内容  

  

「コミュニティ・スクールと社会教育とのかかわりについて」 

 

地域としての教育力を高めるために、学校・家庭・地域それぞれが教育の主体であるという風 

土づくりと、三者の連携システムを具体的に立ち上げることが必要であるという視点から、 

4つの取り組みについて提案をしている。 

 

Ⅰ. めざす子ども像の共有化と連携組織の整備 

「子どもが抱える本質的な課題」に気づき、学校・家庭・地域が目指す子ども像と課題を共有 

化するために、学校・家庭・地域の三者が定期的に情報交換することが必要である。 

そのために地域の専用窓口や地域教育コーディネーターの配置が重要である。 

 

Ⅱ. 子どもの学びが育つ場づくり 

子どもが学び育つ場を学校だけでなく、家庭や地域にも作る必要がある。 

そのために、青少年育成市民会議が実施している「親講座」の更なる推進や、子ども会活動の 

地域全体実施などにより家庭や地域の教育力を向上させる。 

また、公民館が中心となって地域の中で子どもの現状や課題を検討する学習会を継続して 

開催する。 

 

Ⅲ. 子どもの体験を豊かにする場づくり 

地域行事において、子どもが主体的に行動する場を設ける必要がある。 

地域行事以外でも、通学合宿の実施や、アンビシャス広場・学校開放での体験活動実施も効果 

的である。また、地域の活動には子どもが、学校行事には地域や家庭が参加することも必要 

である。 

 

Ⅳ. 子どもを支援する人材の確保 

Ⅰ～Ⅲを実現するために、子どもを見守り・育てる人材の確保が不可欠である。 

自治公民館が、子ども会育成会や地域教育コーディネーターと連携して地域の人材の発掘を 

行う必要がある。また、人材の情報は学校へも共有することが望ましい。 

また、高齢者の経験や知見の活用を図っていくことも必要である。 

そのために行政区のシニアクラブの組織化をしていく必要がある。 

  

平成 24・25年度 
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過去の提言内容  

  

「那珂川町における青少年教育の取り組みの現状と課題解決策について」 

 

学校・家庭・地域を社会教育関係団体が結び付け、連携を強化させ、社会教育の価値を周知 

し、子ども達を地域全体で育てていく基盤を確立していくことが重要であるという観点から、 

那珂川町の青少年教育における課題について、2つのサブテーマを設け、社会教育からのア 

プローチをまとめている。 

 

サブテーマⅠ 青少年リーダー養成講座について 

小学生から成年までの青少年の縦のつながりの充実に向けた取り組みについて提案 

① ジュニアリーダーズクラブ・子ども会活動の事業の充実 

・ 社会体験の充実（キャリア教育、団体の後継者の育成） 

・ 育成会や役員が子ども会の意義を再認識する（子どもによる子ども会の実施） 

・ 既存事業の見直し及び指導者研修会や情報交換会の実施 

② 勧誘活動の充実 

・ 魅力的なイベントの実施と参加者へのアプローチの強化 

③ 地域・学校・社会教育関係団体との協働 

・ コミュニティ・スクールを活用した大人と子どもが出会う場作り（郷土愛の育成）  

・ 子ども会と中学生ボランティアのつながりを作る 

 

サブテーマⅡ 子どもの放課後活動の充実と地域での取り組みについて 

子どもの放課後及び土曜日を含む休日の活動の充実に向けた取り組みについて提案 

① 子どもたちのコミュニケーション能力の向上 

・ 各団体や区の活動に子どもたちを参加させることで異年齢層と関わりを持たせ、 

子どもに役割を持たせる。また、意義と効果について社会教育委員が周知する。 

② 地域人材の活用 

・ 多くの人に少しずつ役割をもってもらい活動に参加してもらう。（ちょこボラ） 

・ 子どもと大人、地域住民と学校関係者などをつなぐ地域コーディネーターを配置する。 

③ 子どもたちの安全対策 

・ 行政、家庭、地域が連携した安全対策の実施及び周知  

 

 

 

平成 28・29年度 
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過去の提言内容  

  

「地域で子どもを守り育てるまちを目指して～那珂川市における地域学校協働 

 

 

社会教育の振興を図る社会教育委員の役割を改めて認識し、那珂川市において地域学校協働 

本部を設置し、地域学校協働活動を推進していくための具体的方策について提言をまとめて 

いる。 

 

○ 本市の青少年や地域の現状と課題 

＜現状＞ 

・ 人口は増加傾向であるが、年少人口は少なく、少子高齢化が進行している 

・ 地域のボランティア活動に 66％が「参加したことない」と回答しており、 

地域のつながりの希薄化が進行している 

・ 小学生の放課後の過ごし方として、公園や公民館と答えたのは 20％程度 

＜課題＞ 

・ 地域の連帯感の希薄化 

・ 家庭の教育力の低下、親の子育ての負担感の増加 

・ 子どもの対面での相互交流の機会減少によるコミュニケーション能力、規範意識 

  社会性、自尊感情等の低下 

・ 地域における子どもたちの居場所の減少 

 

 

○ 本市の学校運営協議会の特徴 

・ 各学校単位の学校運営協議会だけでなく、中学校区ごとの拡大学校運営協議会を設置 

・ 教育目標の実働化を図るための学校運営協議会の下部組織が存在 

・ 約 60％の学校にコーディネーター的役割の者が存在 

 

 

○ 社会教育委員としてできること 

・ 各種社会教育関係団体の代表者から構成されているという特徴を生かし、市内の地域 

情報を統括し、地域住民や団体の相談役となることで、活動の活性化に繋げる 

・ 社会教育委員の認知度向上のために周知活動を行う 

 

 

 

平成 30年度・令和元年度 

活動の推進と社会教育委員の関係性について～」 
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各委員が地域情報について円滑に情報収集ができる

ためのツールとして情報収集ノートを作成。 

聞き取り用の「協働マッチングシート」（左図）と 

各社会教育団体の組織図、Q＆A、社会教育関係用語

について収録している。 

各委員はノートを活用し、地域人材に関する情報収集

を行い、会議の中で共有をした。 

 

社会教育委員が情報収集をしてい

ることを周知するチラシも作成し、

情報収集相手等に配布をした。 

 

社会教育委員同士で行う情報共有を円滑に行うため、オンラインチャットツールの活用につい

て検討した。しかしながら、セキュリティの問題や情報整理の方法、専用端末準備のための資

金等課題が多くあることがわかったため、今後も引き続き検討をしていくこととしている。 

 

過去の提言内容  

  

「市内の社会教育活動や地域活動の情報収集・活用の仕組みづくりについて」 

 

平成 30年度・令和元年度の市社会教育委員の調査・研究から、地域・学校・家庭が連携・協働し

た活動を実施していくためには、当市に情報を統括する仕組みが必要であることがわかった。

このことを踏まえ、より多くの住民の主体的な参加を得た「開かれ、つながる社会教育」の実現

のための情報取集・活用の方策について、調査・研究した内容をまとめている。 

 

○ 社会教育委員情報収集ノートの作成と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ オンラインチャットツールを活用した情報共有の検討 

  

令和 2・3年度 
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4.  社会教育委員に関係する組織 

社会教育委員は、那珂川市だけでなく、筑紫地区、県、九州、全国にも組織があります。 

筑紫地区社会教育委員連絡協議会では、筑紫地区内の社会教育委員の代表者が集まり、 

主に合同で実施する研修会について協議を行います。 

福岡県社会教育委員連絡協議会では、県内の社会教育委員の代表者が集まり、県主催研修会 

や各ブロック研修会について、評議員として意見を出します。 

九州ブロック社会教育委員連絡協議会や全国社会教育委員連合会については、当市から会議 

に出席することはありませんが、各連絡協議会や連合会が主催する研修会には参加をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  社会教育委員の心得 

  社会教育委員として活動していくにあたり、以下のことを心がけましょう。 

 

① 地域の実情に詳しくなりましょう  

② 地域の施設や社会教育事業をみて市民の声に耳を傾けましょう 

③ 地域づくり・まちづくりの活動、NPOやボランティア団体の活動に参加してみましょう 

④ 様々な研修会に参加して、ネットワークを広げましょう 

⑤ 社会教育委員同士で積極的に情報共有しましょう 

⑥ 委員同士で協力し、地域の課題と向き合いましょう 
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6.  関連法規 

  日本国憲法 （一部抜粋） 

（学問の自由） 

第 23条 学問の自由は、これを保障する 

（教育を受ける権利、教育の義務） 

第 26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け 

る権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義 

務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

（公の財産の支出利用の制限） 

第 89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の 

ため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又は 

その利用に供してはならない。 

（施行期日） 

第 100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 

 

 

  教育基本法 

 

（附則） 

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ

るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神 

を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい 

文化の創造を目指す教育を推進する。 

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく教育の基本を 

確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 

 

第 1章 教育の目的及び理念 

（教育の目的） 

第 1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な 

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 
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（教育の目標） 

第 2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達 

成するよう行われるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うと 

ともに、健やかな身体を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うと 

ともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、 

主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊 

重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

（生涯学習の理念） 

第 3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切 

に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

（教育の機会均等） 

第 4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければな 

らず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられ 

るよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者 

に対して、奨学の措置を講じなければならない。 

 

第 2章 教育の実施に関する基本 

（義務教育） 

第 5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる 

義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立 

的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を 

養うことを目的として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割 

分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 
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（学校教育） 

第 6条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に 

定める法人のみが、これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応 

じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける 

者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意 

欲を高めることを重視して行われなければならない。 

（大学） 

第 7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究 

して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄 

与するものとする。 

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されな 

ければならない。 

（私立学校） 

第 8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国 

及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校 

教育の振興に努めなければならない。 

（教員） 

第 9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に 

励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇 

の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

（家庭教育） 

第 10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた 

発達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及 

び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければな 

らない。 

（幼児期の教育） 

第 11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにか 

んがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適 

当な方法によって、その振興に努めなければならない。 
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（社会教育） 

第 12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公 

共団体によって奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施 

設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努め 

なければならない。 

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第 13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任 

を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

（政治教育） 

第 14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他 

政治的活動をしてはならない。 

（宗教教育） 

第 15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活におけ 

る地位は、教育上尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動 

をしてはならない。 

 

第 3章 教育行政 

（教育行政） 

第 16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところによ 

り行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互 

の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総 

合的に策定し、実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関す 

る施策を策定し、実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を 

講じなければならない。 

（教育振興基本計画） 

第 17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振 

興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基 

本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 
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２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における 

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 

第 4章 法令の制定 

第 18条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならな 

い。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 

 

  社会教育法 

第 1章 総則 

（この法律の目的） 

第 1条 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神に則り、社会教育に関す 

る国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。 

（社会教育の定義） 

第 2条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法 

律第七十七号）に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年 

及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。）を 

いう。 

（国及び地方公共団体の任務） 

第 3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨 

励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべ 

ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高 

め得るような環境を醸成するように努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要 

を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うこと 

により、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭 

教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭 

教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民そ 

の他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 
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（国の地方公共団体に対する援助） 

第 4条 前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところに 

より、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びその 

あつせんを行う。 

（市町村の教育委員会の事務） 

第 5条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必 

要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

一 社会教育に必要な援助を行うこと。 

二 社会教育委員の委嘱に関すること。 

三 公民館の設置及び管理に関すること。 

四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関 

すること。 

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。 

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの 

奨励に関すること。 

七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに 

家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関 

すること。 

九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な 

知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催 

並びにこれらの奨励に関すること。 

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 

十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢 

児童及び学齢生徒をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において 

学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を 

提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。 

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験 

活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 
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十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会 

教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の 

実施及びその奨励に関すること。 

十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 

十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関する 

こと。 

十八 情報の交換及び調査研究に関すること。 

十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務 

 

２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民 

その他の関係者（以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。）が学校 

と協働して行うもの（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施する 

に当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な 

連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、 

地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条 

第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務（以下「特定事務」と 

いう。）を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」とい 

う。）である市町村にあつては、第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の事務 

のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。 

（都道府県の教育委員会の事務） 

第 6条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内に 

おいて、前条第一項各号の事務（同項第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行う。 

一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。 

二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等 

に関すること。 

三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。 

四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。 

五 その他法令によりその職務権限に属する事項 

２ 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業 

を実施する場合に準用する。 
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３ 特定地方公共団体である都道府県にあつては、第一項の規定にかかわらず、前条第一項 

第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。 

（教育委員会と地方公共団体の長との関係） 

第 7条 地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用 

することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対 

し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会（特定地 

方公共団体にあつては、その長又は教育委員会）に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力 

を求める場合に準用する。 

第 8条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共 

団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。 

第 8条の 2 特定地方公共団体の長は、特定事務のうち当該特定地方公共団体の教育委員会 

の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有する 

ものとして当該特定地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たつて 

は、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。 

２ 特定地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、 

当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

第 8条の 3 特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職 

務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることがで 

きる。 

（図書館及び博物館） 

第 9条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。 

２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。 

 

第 2章 社会教育主事等 

（社会教育主事及び社会教育主事補の設置） 

第 9条の 2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。 

２ 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。 
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（社会教育主事及び社会教育主事補の職務） 

第 9条の 3 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。 

ただし、命令及び監督をしてはならない。 

２ 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活 

動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。 

３ 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。 

（社会教育主事の資格） 

第 9条の 4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 

一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、 

次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育 

主事の講習を修了したもの 

イ 社会教育主事補の職にあつた期間 

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他 

の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた 

期間 

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のあ 

る事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資 

するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間 

に該当する期間を除く。） 

二 教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職 

にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの 

三 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令 

で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期 

間を通算した期間が一年以上になるもの 

四 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号に掲げる者を 

除く。）で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と 

経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの 

（社会教育主事の講習） 

第 9条の 5 社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が 

行う。 

２ 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 
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（社会教育主事及び社会教育主事補の研修） 

第 9条の 6 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部 

科学大臣及び都道府県が行う。 

（地域学校協働活動推進員） 

第 9条の 7 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的 

信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校 

協働活動推進員を委嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に 

協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う 

地域住民等に対する助言その他の援助を行う。 

 

第 3章 社会教育関係団体 

（社会教育関係団体の定義） 

第 10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属し 

ない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

（文部科学大臣及び教育委員会との関係） 

第 11条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門 

的技術的指導又は助言を与えることができる。 

２ 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に 

関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。 

（国及び地方公共団体との関係） 

第 12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に 

統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 

（審議会等への諮問） 

第 13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合に 

は、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法 

律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で 

定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員 

が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関 

する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければなら 

ない。 

（報告） 

第 14条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び 

調査研究のために必要な報告を求めることができる。 
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第 4章 社会教育委員 

（社会教育委員の設置） 

第 15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

第 16条 削除 

（社会教育委員の職務） 

第 17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する 

特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導 

を与えることができる。 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第 18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項 

は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準につ

いては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

第 19条 削除 

 

第 5章 公民館 

（目的） 

第 20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術 

及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を 

図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（公民館の設置者） 

第 21条 公民館は、市町村が設置する。 

２ 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団

法人（以下この章において「法人」という。）でなければ設置することができない。 

３ 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。 
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（公民館の事業） 

第 22条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法

律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 

一 定期講座を開設すること。 

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

（公民館の運営方針） 

第 23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ 

その他営利事業を援助すること。 

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持 

すること。 

２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支 

援してはならない。 

（公民館の基準） 

第 23条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上 

必要な基準を定めるものとする。 

２ 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つ 

て設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるも 

のとする。 

（公民館の設置） 

第 24条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関す 

る事項を定めなければならない。 

第 25条 削除 

第 26条 削除 

（公民館の職員） 

第 27条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。 

２ 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督す 

る。 

３ 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。 
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ｚ 

 

第 28条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員 

会（特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、 

及び執行することとされた公民館（第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民 

館」という。）の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長）が任命する。 

（公民館の職員の研修） 

第 28条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。 

（公民館運営審議会） 

第 29条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調 

査審議するものとする。 

第 30条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教 

育委員会（特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長）が委嘱 

する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会 

に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準に 

ついては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

第 31条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当 

該法人の役員をもつて充てるものとする。 

（運営の状況に関する評価等） 

第 32条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づ 

き公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第 32条の二 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深め 

るとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に 

関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（基金） 

第 33条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法（昭 

和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条の基金を設けることができる。 

（特別会計） 

第 34条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設け 

ることができる。 
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（公民館の補助） 

第 35条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備 

に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第 36条 削除 

第 37条 都道府県が地方自治法第二百三十二条の二の規定により、公民館の運営に要する経 

費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、 

補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。 

第 38条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国 

庫に返還しなければならない。 

一 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反した 

とき。 

二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途 

に利用されるようになつたとき。 

三 補助金交付の条件に違反したとき。 

四 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

（法人の設置する公民館の指導） 

第 39条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他 

に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。 

（公民館の事業又は行為の停止） 

第 40条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民 

館にあつては当該市町村の教育委員会（特定公民館にあつては、当該市町村の長）、法人の 

設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずるこ 

とができる。 

２ 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、 

都道府県の条例で定めることができる。 

（罰則） 

第 41条 前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした 

者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三万円以下の罰金に処する。 

（公民館類似施設） 

第 42条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。 
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第 6章 学校施設の利用 

（適用範囲） 

第 43条 社会教育のためにする国立学校（学校教育法第一条に規定する学校（以下この条に 

おいて「第一条学校」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の 

推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定 

こども園」という。）であつて国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項 

に規定する国立大学法人（次条第二項において「国立大学法人」という。）及び独立行政法人 

国立高等専門学校機構を含む。）が設置するものをいう。以下同じ。）又は公立学校（第一条 

学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年 

法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人（次条第二項及び第四十八条 

第一項において「公立大学法人」という。）を含む。）が設置するものをいう。以下同じ。）の施 

設の利用に関しては、この章の定めるところによる。 

（学校施設の利用） 

第 44条 学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管理機関は、学

校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供 

するように努めなければならない。 

２ 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学 

長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学 

及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人 

の理事長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方 

公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長をいう。 

（学校施設利用の許可） 

第 45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可 

を受けなければならない。 

２ 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじ 

め、学校の長の意見を聞かなければならない。 

第 46条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、 

前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。 

第 47条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機 

関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。 

２ 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。 
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（社会教育の講座） 

第 48条 文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置す 

る大学若しくは幼保連携型認定こども園又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が 

設置する公立学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体 

が設置する大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織及び学 

校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用に 

よる社会教育のための講座の開設を求めることができる。 

２ 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講 

座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門 

学校又は高等学校において開設する。 

３ 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校又は義務教育学校において開設 

する。 

４ 第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内におい 

て、国又は地方公共団体が負担する。 

 

第 7章 通信教育 

（適用範囲） 

第 49条 学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により 

行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。 

（通信教育の定義） 

第 50条 この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教 

材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育 

をいう。 

２ 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。 

（通信教育の認定） 

第 51条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社 

会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定（以下「認定」という。）を与えることがで 

きる。 

２ 認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しな 

ければならない。 

３ 文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条 

の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。 
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（認定手数料） 

第 52条 文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定め 

る額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関 

しては、この限りでない。 

第 53条 削除 

（郵便料金の特別取扱） 

第 54条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法（昭和二十二年法律第 

百六十五号）の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。 

（通信教育の廃止） 

第 55条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとする 

ときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。 

（報告及び措置） 

第 56条 文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命

ずることができる。 

（認定の取消） 

第 57条 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処

分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。 

２ 前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。 

附 則 

1 この法律は、公布の日から施行する。 

（以下省略） 

 

＜参考資料＞ 

○ 改訂版 社会教育委員のためのQ＆A－関係法規から読み解く－ （２０１０年７月 美巧社）

○ 社会教育委員の手引き～行動する社会教育委員を目指して～ 

   （平成 24年９月 第 31期新潟県社会教育委員の会議） 
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